
 1 / 10 
 

 

 

 

 

国民健康保険料過誤納金還付請求 

電子申請の入力方法について 

 

 

 

 

令和７年１月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 / 10 
 

１ 「国民健康保険料過誤納金還付請求書」の見方 

   

電子申請の際には、「国民健康保険料過誤納金還付請求書」の記載内容のとおり入力していただく項目がありますので

お手元に御準備ください。 

※還付請求書が届いた方のみがお手続きいただけます。国民健康保険料の過誤納金があっても還付請求書が届かな

い場合はお住まいの区役所保険年金課にお問い合わせください。 
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２ 利用者登録 

電子申請は「オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）」より行いますので、あらかじめ利用者登録した上でログインする必

要があります。登録手順等については該当のホームページに掲載されている利用者登録マニュアル等を御参照ください。 

なお、国民健康保険料過誤納金還付請求の手続きについては、国民健康保険料の納付義務者（＝世帯主）が請求者

となります。該当の方以外の氏名での申請については審査時に却下となりますので御注意ください。 

                   

 

３ 「手続きの申請先の選択」画面の入力 

      
・「申請先（区）」（入力項目①）の入力 

 →還付請求書の「問合せ先」欄に記載されている区役所を選択してください。 

   「問合せ先」が「大師支所」もしくは「田島支所」の場合は、「川崎区役所」を選択してください。 

 ⇒入力が完了したら「次へ進む」ボタン 

入力項目① 
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４ 「申請内容の入力」画面（1/3 ページ）の入力 

 
・利用者登録情報（入力項目②～⑤）の入力 

→氏名等はあらかじめ利用者登録されている内容が表示されるため、原則は「メールアドレス（確認）」欄のみ入力します。 

 ※各項目の修正は可能ですが、請求者が本人以外とならないよう御注意ください。 

また、この画面でメールアドレスを変更してもその後の審査状況のお知らせの送信先は利用者登録時のままですので、

変更したい場合は「オンライン手続かわさき」の登録情報を変更してください。 

  ⇒入力が完了したら「次へ進む」ボタン 

入力項目② 

入力項目③ 

入力項目④ 

入力項目⑤ 
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５ 「申請内容の入力」画面（2/3 ページ）の入力 

 

 

・「区役所」（入力項目⑥）の入力 

→還付請求書の「問合せ先」欄に記載されている区役所を選択してください。 

  「問合せ先」が「大師支所」もしくは「田島支所」の場合は、「川崎区役所」を選択してください。 

 

・「還付充当番号」（入力項目⑦）、「宛名番号」（入力項目⑧）、「被保険者番号」（入力項目⑨）の入力 

→還付請求書の各対応項目に記載されている数字を入力してください。 

 ※「宛名番号」（入力項目⑧）、「被保険者番号」（入力項目⑨）については頭に「0」が記載されている場合がありますが、

同一となるよう、「0」も含めた全ての数字を入力してください。 

   「宛名番号」が８桁しか記載されていない場合は頭に「００」を加えた数字を入力してください。 

   ⇒入力が完了したら「次へ進む」ボタン 

入力項目⑥ 

入力項目⑦ 

入力項目⑧ 

入力項目⑨ 
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６ 「申請内容の入力」画面（3/3 ページ）の入力 

   

 

 

    

・「金融機関区分」（入力項目⑩）の入力 

→還付金の振込を希望する口座の金融機関の区分に応じて項目を選択してください。 

 ※還付請求書の「登録済振込先口座」欄に記載されている口座を希望する場合も、記載内容のとおり画面での入力が

必要となります。 

 ⇒選択した区分により入力項目が追加で表示されます。 

    「銀行口座に振込」の場合 → 「6-1 銀行口座情報の入力」へ 

    「郵便局の通帳に振込」の場合 → 「6-2 郵便局の通帳情報の入力」へ 

    「公金受取口座を利用」の場合 → 「7 申請内容の確認」へ 

 

  ※「公金受取口座」とは給付金等の受取のための口座として国にマイナポータル等で登録した口座のことです。「公金受

取口座を利用」を選択する際には、ご自身が公金受取口座を所持しているかをご確認ください。 

入力項目⑩ 



 7 / 10 
 

 

６―１ 銀行口座情報の入力 

 

 

・「金融機関」（入力項目⑪）の入力 

→「金融機関を検索する」ボタンを押下し、対象の金融機関、支店を検索してください。 

  （次ページに続きます） 

 

 

 

 

入力項目⑪ 

入力項目⑫ 

入力項目⑬ 

入力項目⑭ 
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→「金融機関の検索」ウィンドウが表示されるので、名称もしくはコードで検索し、下側に表示された結果から対象の金融機

関をクリックします。 

          

 →対象金融機関の支店が表示されるので、支店名もしくはコードで絞り込む等して対象の支店をクリックします。 

          

 ※還付請求書の「登録済振込先口座」欄の金融機関、支店の記載は略称の場合がありますので御注意ください。 

 

・「口座種別」（入力項目⑫）の入力 

→還付金の振込を希望する口座の種別に応じて項目を選択してください。 

 

・「口座番号」（入力項目⑬）の入力 

→還付金の振込を希望する口座の口座番号を入力してください。 

※口座番号が 7 桁未満の場合も頭に「0」を付け足し、7 桁となるよう入力してください。 

 

・「口座名義人（カナ氏名）」（入力項目⑭）の入力 

→還付金の振込を希望する口座の口座名義人を入力してください。 

※電子申請で指定できるのは請求者本人名義の口座のみです。該当の方以外の名義口座での申請については審査時

に却下いたしますので御注意ください。本人以外の口座での振込を希望する場合は紙の還付請求書の委任状欄を記

載の上、郵送にてお手続きください。 

※カナは全角のみ、英数字は半角全角両方とも入力ができます。また、姓と名の間にはスペースを入力してください 

 
コードでも検索可 
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   ⇒入力が完了したら「次へ進む」ボタン（ 「７ 申請内容の確認」へ） 

６―２ 郵便局の通帳情報の入力 

     

・「口座種別」（入力項目⑮）の入力 

→還付金の振込を希望する口座の種別に応じて項目を選択してください。 

 

・「口座の記号」（入力項目⑯）、「口座番号」（入力項目⑰）の入力 

→還付金の振込を希望する口座の記号、番号を入力してください。 

 

・「口座名義人（カナ氏名）」（入力項目⑱）の入力 

→還付金の振込を希望する口座の口座名義人を入力してください。 

※入力に係る注意事項は「6-1 銀行口座情報の入力」の入力項目⑭を御参照ください。 

入力項目⑮ 

入力項目⑯ 

入力項目⑰ 

入力項目⑱ 
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   ⇒入力が完了したら「次へ進む」ボタン（ 「７ 申請内容の確認」へ） 

７ 申請内容の確認 

    

                                      ～ 

    

・入力した申請内容が表示されるので、誤りがないか確認します。変更する項目については「修正する」ボタンにより操作する

ことができます。 

⇒入力が完了したら「申請する」ボタン 

 

以上で申請操作は完了です。「オンライン手続かわさき」登録のメールアドレスに申請受付のメールが送信されますので

御確認ください。 


